
昭和コミセンだより　2月号

掲載を希望される方は、毎月20日までご連絡ください。
        ３７－２７４１　 昭和コミュニティセンター

27 木

25 火 可燃物

26 水 まち協運営委員会13：30　校区街頭指導17:30

23 日 　　　　天皇誕生日
健康づくりスポーツ大会（ゲートボール）
（中央ＧＢ場）８時集合　雨天時２４日（月）

24

28

29

金

土

【中】球技大会（３年） 可燃物

月 振替休日

21 金 【中】３学期期末考査 可燃物

22 土 【保】発表会 グラウンドゴルフ愛好会 （運動広場）　8：30

19 水
【小】授業参観・PTA総会
【中】３学期期末考査

カラオケの日(コミセン10：00開始） 資　源

20 木 【中】３学期期末考査

17 月

18 火 可燃物

15 土 グラウンドゴルフ愛好会 （運動広場）　8：30

16 日

13 木 【中】私立一般入試

14 金 【小】七中入学説明会 可燃物

進栄会老人クラブ例会グラウンドゴルフ
（運動広場）　午前８時30分

11 火 　　　　建国記念の日

12 水

資　源

9 日
ゲートボール愛好会　(中央GB場)　8：00
※雨天の場合10日(月)

10 月
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4 火 【保】誕生会・まめまき会

7 金
【保】写真撮影
【小】新１年生体験入学
【中】授業参観・PTA総会

進栄会老人クラブ（高齢者交通安全教室）
昭和コミセン　10：00

8 土 グラウンドゴルフ愛好会 （運動広場）　8：30

可燃物

5 水 円成寺常例法座

6 木 【小】なわとび大会

可燃物

日 曜 保育園・小学校・中学校 協議会・町内長区長会・老人クラブ・他 ゴ　ミ

1 土 グラウンドゴルフ愛好会 （運動広場）　8：30

2 日

3 月

昭和校区どんどや
昭和校区どんどやが１月１3日（月）に運動広場よこで開催され

ました。午前７時、小山陵司君（１年生）、洲本小雪さん（３年

生）、松原優馬君（６年生）によって点火された炎は勢いよく燃

えあがり、熾火になってから、、アルミホイルで包んだお餅を焼

いて、今年１年の無病息災・五穀豊穣を祈りました。

香 典 返 し 寄 付
昭和まちづくり協議会に香典返しとして寄付がありました。

厚くお礼を申し上げ、有効に活用させていただきます。

献血のおしらせ

日 時 ： ２月２６日 午後 １：３０分 ～ ３：３０分

場 所 ： JAやつしろ西部総合支所



「第５回さかもと菜の花フェスタ2020」を開催いたします

坂本住民自治協議会では、3月29日（日）に毎年恒例となる「さかもと菜の花フェスタ」
を開催いたします。ウォーキング、サイクリングや椎茸原木オーナー＆竹の子堀り、カヤック体験と、
坂本の春を様々なコースで満喫できるものとなっています

　１．日　　  程　　令和2年3月29日（日）※小雨決行・荒天中止
　　　　　　　　　　全コース　9時開始（13時30分終了予定）
　　　　　　　　　　
　２．集 合 場 所　　全コース　グリーンパークさかもと
　３．主　　　催　　坂本住民自治協議会

　４．内　　　容　　Aコース（定員150名）　ウォーキング（約7.5㎞）
　　　　　　　　　　Bコース（定員20名）　 サイクリング

①コース（定員10名）（約22㎞）　②コース（定員10名）（約43㎞）

　　　　　　　　　　Cコース（定員20組） 　椎茸原木オーナー＆竹の子掘り

　　　　　　　　　　Dコース（定員7組）    カヤック体験

　５．参  加  費    Aコース：中学生以上　  2,500円　小学生以下1,000円

　　　　　　　　　　Bコース：2,500円　　 （自転車レンタル500円）

　　　　　　　　　　Cコース：１組6,000円 （参加者1名追加でプラス1,000円1名～3名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（4名～1,500円）

　　　　　　　　　　Dコース：中学生以上　  3,500円　小学生2,000円

　　　　　　　　　　

・全コースに『坂本食のバイキング』

『名物坂本のおもてなし』『温泉入浴券』付き

　６．申  込  先    坂本住民自治協議会事務局

　　　　　　　　　　八代市坂本町坂本4228-24（電話：0965-45-2228　FAX：0965-45-2283）

７．申 込 締 切    令和2年3月19日（木）
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消費者トラブル情報

住宅の点検商法にご注意ください！
どんな手口？

点検商法とは、「無料で点検する」と言って家を訪問し、「このままでは大変なことになる」

などと、消費者の不安をあおり、高額な商品やサービスを契約させる手口です。

住宅の場合は、屋根や床下、排水管など、消費者が容易に確認できない部分は判断が難しく、

言われるがまま、点検に続けて修繕工事の契約をしてしまうという実態があります。

トラブル防止のポイント

・「無料で点検」と訪問してくる事業者には応対しないようにしましょう。また、市役所の関

係者だと名乗り、訪問した場合でも安易に信用せず、市役所に確認するようにしましょう。

・点検を依頼する場合は事業者の話をうのみにせず、映像等を見せられても、本当に自宅のも

のか冷静に確認しましょう。

・事業者から契約をせかされても、その場で契約せず、複数の事業者から見積もりを取って比

較検討しましょう。

困りのことがございましたら悩まずに八代市消費生活センターにご相談ください。

【相談日時】 平日…午前９時～午後５時 ※木曜日は午前10時～午後7時

【場 所】 八代市消費生活センター（八代市役所仮設庁舎東棟１階）

【電 話】 ０９６５－３３－４１６２（直通） ※電話相談も可能


